
災害対策基本法の改正（H24.6.27）の概要について

（１）大規模広域な災害に対する即応力の強化

○ 発災時における積極的な情報の収集・伝達・共有の強化
市町村が被害状況の報告ができなくなった場合、都道府県が自ら情報収集等のための必要

な措置を講ずべきこと、国・地方公共団体等が情報を共有し、連携して災害応急対策を実施

すること等を改めて規定。

○ 地方公共団体間の応援業務等に係る都道府県・国による調整規定の拡充・新設と対
象業務の拡大
応急対策業務に係る地方公共団体間の応援規定について、都道府県による調整規定を拡充

し、国による調整規定を新設するとともに、消防、救命・救難等の人命にかかわるような緊

急性の極めて高い応急措置に限定されている対象業務を、避難所運営支援、巡回健康相談、

施設の修繕のような応急対策一般に拡大。

○ 地方公共団体間の相互応援等を円滑化するための平素の備えの強化
他の主体との相互応援が円滑に行われるよう、国・地方公共団体、民間事業者も含めた各

防災機関は、あらかじめ地域防災計画等において相互応援や広域での被災住民の受入れを想

定する等の必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと等を規定。

○ 救援物資等を被災地に確実に供給する仕組みの創設（新設）

物資等が不足する場合、市町村は都道府県に対し、都道府県は国に対し物資等の供給を要

請等できること、状況によっては、都道府県・国が要請等を待たず自らの判断で物資等を供

給できること、都道府県・国は運送事業者である指定公共機関等に物資等の運送を要請等で

きること等を規定。

○ 市町村・都道府県の区域を越える被災住民の受入れ（広域避難）に関する調整規定

の創設（新設）

広域での被災住民の受入れが円滑に行われるよう、市町村・都道府県の区域を越える地方

公共団体間の被災住民の受入れ手続、都道府県・国による調整手続を規定。

（２）大規模広域な災害時における被災者対応の改善

（３）教訓伝承、防災教育の強化や多様な主体の参画による地域の防災力の向上

○ 教訓伝承の新設・防災教育強化等による防災意識の向上

国民の防災意識の向上を図るため、住民の責務として、災害教訓を伝承することを明記す

るとともに、国・地方公共団体、民間事業者も含めた各防災機関において防災教育を行うこ

とを努力義務化する旨を規定。

○ 地域防災計画の策定への多様な主体の参画

地域防災計画に多様な主体の意見を反映できるよう、地方防災会議の委員として、現在充

て職となっている防災機関の職員のほか、自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者

を追加。

［附則］東日本大震災から得られた教訓を今後に生かすため、東日本大震災への対応を引き続

き検証し、防災に関する制度の在り方について所要の法改正を含む全般的な検討を加え、その

結果に基づいて、速やかに必要な措置を講ずる。
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